
医療扶助・被保護者健康管理支援事業について

社会保障審議会生活困窮者自立支援
及び生活保護部会（第２６回）
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医療扶助・被保護者健康管理支援事業に係る市町村に対する支援について

○ 「中間まとめ」では、都道府県の医療に係る専門的知識をバックアップし、市町村への支援を強化する体制整備として、現行の医療扶
助審議会の機能や構成員を見直し、都道府県の医学的な専門知識を補い、広域的な観点から管内市町村に対する必要な助言その他の援助を
行うための会議体を都道府県に設置する方向で検討していくことが必要であるとされたところ。

見直しの必要性

2

○ 市町村における医療扶助や被保護者健康管理支援事業の適切な実施に向け、データによる課題分析・事業評価などPDCAサイクルを用

いた効果的な運営を進めていくことが重要であるとの認識のもと、必要な国及び都道府県による支援として、

・都道府県が広域的な観点から、市町村に対して取組目標の設定・評価やデータ分析等に係る必要な助言その他の援助を行うことや、

・それに際して必要な、国から都道府県へのデータ提供・分析等に係る体制整備の支援を行うこと

を推進する。

○ 昨年末の「中間まとめ」以降、関係機関に対するヒアリングを実施したところ、

・有識者の知見も踏まえた分析データを都道府県から市町村に共有することは、当該市町村にとっては自市の特徴の把握につながるとと

もに、データに基づく優先的課題を検討するために有益な情報となるため、そのような体制整備を推進することが必要

とのご意見をいただいたことを踏まえ、都道府県における医療関係者・学識経験者等の専門的知見を確保するための手法としては、各自

治体の状況に応じて会議体の設置以外の手法も含めて柔軟かつ適切に選択できる方向で検討する。

○ 国から都道府県へのデータ分析等に係る体制整備の支援としては、令和５年度社会福祉推進事業において、医療情報の地域差や経年変
化を「見える化」するツールとデータ活用マニュアルの作成を行う予定。それを踏まえ、令和６年度に都道府県職員向け研修を実施予定
（予算要求）。また、都道府県による市町村支援に対する必要な支援も検討。

○ 国及び都道府県が、医療扶助や被保護者健康管理支援事業の支援を行うことにより、

・市町村における健診受診率の向上や生活習慣病対策の取組がより進められること

・薬物有害事象にもつながる多剤投薬の適正化等の取組が効果的に進められること

・住民の健康課題の把握や重症化予防につながるとともに、住民の適切な診療等につながること

等が期待される。

見直しの方向性（案）
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都道府県による市町村支援の流れ（イメージ）
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○ 都道府県が、学識経験者等から専門的な知見、意見等を得ながら、PDCAサイクルに沿って管内市町村を支援することを想定。

○ こうした仕組みにより、単独の市町村では取り組むことが難しい地域間比較を含むデータ分析と自市町村の課題の把握等をカバーし、

管内市町村のより効果的な医療扶助等の取組につなげていく。

○ また、医療の専門知識を有する外部有識者の意見を踏まえることで、地域間の特徴や課題の検討に実効性が伴い、そのデータ分析等を

通じて、医療政策部局等との政策的な連携も行いやすくなるなどのメリットも期待される。

市町村支援の基本的考え方

専門的な知見等の補完 都道府県 市町村

学識経験者等※を交えた検討・
意見交換を行う機会・場

２

取組方針の検討４

データ提示

助言・意見等

※個々の取組ごとに設定
（例）・多剤投与対策･･･○％

・重複投薬対策･･･○％

取組実施５

実施結果の報告６

市町村ごとの取組状況
（データ）も提供

・レセプトデータの提供
・通知に基づく報告 等

１ へ

実施結果の共有
市町村ごとの取組結果
（データ）も提供

10

現状・健康課題の把握Ⅰ

事業企画Ⅱ

事業実施

事業評価Ⅳ

※都道府県から共有されたデータも参考に
目標・指標等を設定

（例）健診受診率・・・○％

※事業評価において、都道府県からの助言
を第三者評価として活用

Ⅰ へ

＜（参考）被保護者健康管理支援事業＞

国

＜医療扶助の取組＞

・データの提供
・データ分析ツール、活用マニュアルの配布
・データ分析や活用に係る研修会の実施

・優先的取組課題
・取組指標・目標値
・課題への対応方針の検討

・優先的取組課題
・取組指標・目標値
・課題への対応方針の提示

・市町村の取組結果の分析

・取組の評価、改善点の提示

１

３

７

９

※学識経験者等は以下を想定
・医療関係者（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師等）
・医療扶助等に関する学識経験者（地域の医療事情に精通し、
かつ統計学、疫学、公衆衛生等の知見を有する者など）

・関係行政機関の職員等（保健師、管理栄養士等）

学識経験者等を※交えた検討・
意見交換を行う機会・場

８

Ⅲ



※各段階（PDCA）のプロセスにおいて、医療・統計分野の学識経験者を
はじめ、関係団体や関係市町村等を交えた検討・意見交換を行う機会・
場を想定。

都道府県による市町村支援の流れ（イメージ）
（優先的取組課題として多剤投与の適正化をあげた場合の一例）

・外来患者の投薬数と、年齢・性別の関連をみると、男性で40歳
台から投薬数の上昇がみられ、処方薬の種類としては解熱鎮痛
消炎剤、消化性潰瘍用剤、睡眠鎮静剤等が共通して多く、医療
費への寄与度も大きい。他方、75歳以降は、後期高齢加入者と
同水準。

・上記の傾向は、A地域において特に顕著に見られる。

学識経験者等を交えた検討・意見交換※

・ 「管内市町村の地域差の縮小」 と「40～74歳の者における多

剤投与者の割合の減少」を目標とし、目標値としては全国水準
を目指すことでどうか。

・目標達成に向け、お薬手帳の利用促進、服薬支援の実施、該当
者への薬剤通知の発出に取り組んではどうか。

・管内市町村に対して多剤指導に係る職員研修を実施してはどう
か。

・特に多剤投与者が多いA地域の市町村に対して、保健所から専
門職を派遣し取組の支援を行ってはどうか。

・一定の改善が見られるため、計画期間である５年後の目標達成
に向けて、次年度も全体の取組方針は変えず、取組の経過を確
認していくことでよいのではないか。

・特に改善がみられた地域の取組の詳細を確認し、次年度の研修
で横展開を図ってはどうか。

① 優先的取組課題の検討

・多剤投与者の割合が全国２位と高い。

② 都道府県の目標等の設定

・計画期間：６年
・アウトカム：：多剤投与者10%(12%)、地域差の縮小
・アウトプット：お薬手帳の利用率80%(50%)、服薬支援実施
率60%(20%)、薬剤通知の発出100%(-)

③ 都道府県による支援方策の検討

・管内市町村に対する服薬支援に係る職員研修を実施する。
・特に多剤投与者が多いA地域に対して専門職を派遣して取組の
支援を行う。

④ 管内市町村の取組状況、都道府県による支援に係る評価

【取組状況】

・県全体としては、いずれの指標も目標には届いていないが、一
定の改善が見られた。

・市町村別でみると、多剤投与者が多かったA地域で、多剤投与
者の割合が減少。お薬手帳利用率100%を達成した地域がある
など個別には成果あり。

【都道府県による支援状況】
・服薬支援に係る研修は年２回実施、専門職の派遣実績はA地域
に延べ２人。

都道府県

課題検討に
係る意見等

目標設定に
係る意見等

支援方策の
検討に係る
意見等

・40～74歳の男性について、多剤投与の適正化を優先課題とする。

データ提示

結果提示

※括弧書きは現状値、-は現状値なし

評価・支援に
係る意見等

企画
（Plan）

改善
（Action）

評価
（Check）
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令和５年度 厚生労働省 社会福祉推進事業
医療扶助における都道府県のデータ分析に基づくPDCAサイクル実践に関する調査研究
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⚫社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における「中間まとめ」（令和４年12月20日）において、医療扶助

の更なるガバナンス強化に向けて、都道府県が広域的な観点から、市町村に対してデータ分析や取組の評価等に係る後方支援を

行っていく必要性が指摘されている。

⚫ しかし、都道府県には、医療扶助におけるデータ分析に基づくＰＤＣＡサイクルの実践ノウハウは十分に蓄積されていない。

⚫ そこで本事業では、全ての都道府県が、質の高いデータ分析に基づくＰＤＣＡサイクルによる取組を推進し、管内市町村に対する

必要な後方支援ができるよう、健診・医療等の情報を「見える化」するための分析ツールを作成するとともに、データ活用マニュアルを

作成する。

アンケート調査

検討委員会の設置
有識者による検討委員会を設置し、事業の進め方、設計、調査結果の考察、報告書のとりまとめに関して検討を行う。

検討委員会には自治体担当者にも参画いただき、現場の意見も反映させたものとする。

全国の都道府県・指定都市・中核市を対象に、現在の健診・医療等データの活用状況等を調査し、課題を整理する。

ツール・マニュアル

作成

アンケート調査の結果も踏まえ、健診・医療等データを活用して、地域差、経年変化等を「見える化」するツールを作成する。

また、具体的なデータの読み解き方を整理したデータ活用マニュアルを作成する。

※ツール作成に当たっては、医療保険等の関連施策での取組を参考にするとともに、地域での活用のしやすさに十分配慮したものとする。

※可能であれば、一部自治体で試行版を利用いただいたうえで改良を加える。

報告書の作成 上記に関する内容について、報告書としてとりまとめる。

分析項目の精査
医療扶助適正化に係るデータの分析項目の精査を行う。

国が提供しているＮＤＢ集計項目の精査を行い、追加で集計すべき項目等の提案を行う。（例：男女別、政令市単位の集計）

背景・目的

事業内容（予定）



都道府県等による市区町村への支援に係る関係法令等

関係法令等

生活保護法

第８１条の２

１ 都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必
要な助言その他の援助を行うことができる。

２ 都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業の効果的
かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。

医療扶助運営要領（抄）

（４）医療扶助に関する審議会（以下、「医療扶助審議会」という。）

都道府県本庁においては、知事の医療扶助その他保護の決定実施にあたっての医学的判断等を的確に行うことのできる体制を確
保すること。また、これらの医学的判断その他医療扶助に関する諮問に答えるため等の附属機関として、医療扶助審議会を設置す
ることが望ましい。

なお、その構成および運営等については、次の基準を参考とすること。

ア審議事項

(ｱ)結核入院要否判定 (ｲ)精神疾患入院要否判定 (ｳ)結核、精神疾患以外の傷病による入院要否の判定

(ｴ)訪問看護の要否判定 (ｵ)在宅患者加算等各種給付の要否の判定

(ｶ)医療扶助の適正実施に関して参考意見を述べること等その他必要と認められるもの

イ構成

医療扶助審議会の委員として、国立病院、国立療養所および民間指定医療機関の医師、保健所長、都道府県民生部（局）の医
系職員等のうちから適当な者を選任する。

ウ審議

前記アにより諮問を受けた医療扶助審議会は、患者の病状及び療養状況等の全経過等を踏まえ総合的な検討を行うとともに、
医療扶助の本則に基づき公正妥当な答申を行う。

なお、審議にあたっては、その経過および答申根拠の記録、その他関係書類を整備する。

・ 生活保護法上、都道府県知事は、市町村長に対して、保護の実施等のため必要な助言その他の援助を行うことができること
となっている。

・ 他方、現状は、都道府県は市町村に対して医療扶助の運用等に係る疑義照会があった際の回答対応に留まっているといった
声が聞かれるところ。
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